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平成３０年１１月 定例教育委員会  会議録 
  

１．日  時  平成３０年１１月２２日（木）  開会 １５時００分   閉会 １５時４４分 

 

２．場  所  福井市役所８階第３委員会室 

 

３．出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     佐藤 藤枝 

教育委員         木村 敦子 

教育委員         春木 伸一 

教育委員         多田 和博 

＜事務局職員＞ 

教育部長         内田 弥昭 

少年対策参事官      北川  登 

教育次長兼図書館統括館長 齊藤 正直 

生涯学習室長       桑原 浩明 

教育総務課長       久々津 久和 

保健給食課長       坂井 小由里 

スポーツ課長       西行  裕 

文化財保護課長      天谷 賢一 

図書館長         渡邊 正英 

みどり図書館長      橋詰  豊 

桜木図書館長       道佛 浩二 

調整参事         塩見 伸治 

教育総務課副課長     前川 昌司 

学校教育課放課後児童育成室長   

大久保  容子 

青少年課課長補佐     三上  暁 

教育総務課主幹      吉田 浩一 

 

４．議  題 

議 案 

第１５号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会計補正予算）に 

同意することについて 

第１６号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結について）に同意する 

ことについて 

第１７号議案 市議会定例会提出議案（福井市の児童館の指定管理者の指定につい 

て）に同意することについて 

第１８号議案 福井市公民館管理運営に関する規則の一部改正について 
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５．議事の経過 

（１）開会、教育長あいさつ 

（２）会議録署名委員の指名   木村 敦子 委員  多田 和博 委員 

（３）議事の要旨 

 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課放課後

児童育成室長） 

 

 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

佐藤委員 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（学校教育課放課後

児童育成室長） 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

はじめに、第１５号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会

計補正予算）に同意することについて、事務局から説明を求める。 

 

森田小学校および日之出小学校の校内に設置している児童クラブが、手狭にな

ったことから施設の拡張を行うもので、それぞれ３００万円、合計６００万円を

増額補正する。 

もう一点は、児童館の指定管理者を指定することに伴い、指定管理期間である

平成３１年度から平成３５年度の５年間の債務負担行為を設定するものである。

２６児童館合わせて５年間で８億５９４万円の債務負担行為を設定する。 

 

福井市中央１丁目１０番地区での民間の再開発事業に伴い、試掘調査を行った

ところ、福井城の百間掘石垣が出土したことから、本格的な発掘調査を実施する

ため１５５万円を増額補正する。なお、調査期間は平成３１年１月から２月のう

ち１カ月程度を予定している。 

 

 ただ今の説明について、ご意見ご質問はないか。 

 

発掘調査について、受託事業収入とはどういったものか。 

 

開発行為で遺跡が発見された場合は発掘調査が必要となるが、その経費は原因

者である事業者が負担することとなる。その場合、事業者から委託を受けて教育

委員会が発掘調査を行い、調査終了時に精算して事業者に負担していただく。 

 

 児童クラブについて、両方とも学校の中のようだが、空き教室はまだあるのか。 

 

森田小学校については、特別支援学級の教室を移動することで確保した。日之

出小学校については、多目的教室を活用してスペースを確保した。 

 

 

 森田小学校は今後も児童数が増加し、教室数が足りなくなるようだが、今後の

見通しはどうなっているのか。 

 

 森田小学校は来年度３クラス増加するが、それについては何とか対応可能であ

る。しかしながら、これ以上の増加は現状のままでは無理なので、プレハブ校舎

も視野に入れて考える必要がある。 
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吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

木村委員 

 

事務局 

（生涯学習室長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（生涯学習室長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第１５号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会

計補正予算）に同意することについて、原案のとおり承認することでご異議ない

か。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第１５号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第１６号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結について）

に同意することについて、事務局から説明を求める。 

 

 順化小学校・順化公民館複合化及び長寿命化改修工事（第１期）の契約締結に

ついて、１億５千万円を超えるため議会の承認が必要であることから、教育委員

会の同意を求めるものである。請負金額は２億３,８６８万円で、第１期工事で

は南校舎と東側渡り廊下を改修する。なお、順化公民館の機能については１階東

側に集約する。 

 

 ただ今の説明について、何かご意見ご質問はないか。 

 

 公民館の玄関と駐車場まで距離があるが、問題は無いのか。 

 

 公民館専用駐車場を東側に確保してあるが、ここからでも玄関まで距離がある

ので、公民館専用駐車場西側に通用口を設ける予定である。通常は施錠されてい

るが、チャイムを押してもらって（人物が）確認出来れば、事務室から遠隔で開

錠して入室できる仕組みを考えている。 

 

 現在、東側に植栽があるが、撤去するのか。 

 

 かなりの部分を撤去する。 

 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

 それでは、第１６号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結につい

て）に同意することについて、原案のとおり承認することでご異議ないか。 
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吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課放課後

児童育成室長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

多田委員 

 

事務局 

（学校教育課放課後

児童育成室長） 

 

春木委員 

 

事務局 

（学校教育課放課後

児童育成室長） 

 

木村委員 

 

事務局 

（教育部長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

― 異議なしの声 ― 

 

 第１６号議案を原案のとおり承認する。 

 

 次に、第１７号議案 市議会定例会提出議案（福井市の児童館の指定管理者の

指定について）に同意することについて、事務局から説明を求める。 

 

 福井市の児童館の指定管理者の指定について、本市には現在２６館の児童館が

あるが、平成３１年度から平成３５年度までの５年間の指定管理者を指定するも

のである。２６館のうち、くりのみ児童館を除く２５館については（福）福井市

社会福祉協議会、くりのみ児童館については（福）竹伸会をそれぞれ指定する。

指定管理料については、（福）福井市社会福祉協議会は５年間で７億７,４７５万

円、（福）竹伸会は５年間で３,１１９万円である。 

 

 ただ今の説明について、何かご意見ご質問はあるか。 

 

第３期の指定管理期間だけ３年間だが、何か理由はあるのか。 

 

第３期（平成２８年度から平成３０年度）の間に児童館のあり方を検討するに

あたって、指定管理期間を５年間にしてしまうと、その期間は変更が出来なくな

るため、意図的に短くしている。 

 

（福）竹伸会はいつからくりのみ児童館を運営しているのか。 

 

 合併前の旧清水町時代から運営している。合併時に（福）福井市社会福祉協議

会に替える話もあったが、地元の意向や、これまでの歴史的経緯も踏まえ、引き

続き（福）竹伸会にお願いしている。 

 

 （福）竹伸会は私立的なイメージがあるが、そのあたりは問題ないのか。 

 

 くりのみ児童館については、平成１０年ごろに公立保育園を廃園してから児童

館として運営しているが、当時、指定管理者を決定するにあたって検討したのが、

社会福祉法人という位置づけの必要性である。（福）竹伸会も（福）福井市社会

福祉協議会も同じ社会福祉法人であり、法律に基づいて誠実に業務を履行してい

る同等な法人である。 

 

 他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 
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吉川教育長 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（生涯学習室長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

佐藤委員 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（生涯学習室長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 それでは、第１７号議案 市議会定例会提出議案（福井市の児童館の指定管理

者の指定について）に同意することについて、原案のとおり承認することでご異

議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

 第１７号議案を原案のとおり承認する。 

 

 次に、第１８号議案 福井市公民館管理運営に関する規則の一部改正につい

て、事務局から説明を求める。 

 

福井市公民館管理運営に関する規則の一部改正について、公民館長の任期を２

年から１年に改正するものである。地方公務員法等の改正により、特別職非常勤

職員の一部が会計年度任用職員に位置づけられるが、公民館長や公民館主事も対

象となる。来年度公民館長は改選となるが、法律に定めにより、改正日の平成３

２年４月１日をまたいで任用することが出来ないことから、今回の規則改正とな

った。今後、公民館長や公民館主事が会計年度任用職員になったとしても、運用

で何とかならないか検討しているところである。 

 

 ただ今の説明について、ご意見ご質問はないか。 

 

 是非、運用で何とかなるようにしていただきたい。 

 

 国から何かしらの指針は示されていないのか。 

 

 今年の８月頃に国から意向調査があり、公民館長や公民館主事を会計年度任用

職員にすることに反対する旨の回答をした。その後、未確認情報ではあるが県を

通じて公民館長は特別職非常勤職員、公民館主事は会計年度任用職員という話も

ある。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第１８号議案 福井市公民館管理運営に関する規則の一部改正につ

いて、原案のとおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第１８号議案を原案のとおり承認する。 
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吉川教育長 

 

事務局 

（生涯学習室長） 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育総務課副課長） 

 

吉川教育長 

予定していた審議事項は以上であるが、他に何かないか。 

 

福井市成人式のご案内であるが、日時は平成３１年１月１３日（日）午後２時

から、場所はフェニックスプラザで開催する。教育委員の皆様には是非ご出席い

ただきたい。 

 

 先月の１０月定例教育委員会で、平成２９年度福井市教育委員会事務の管理及

び執行の状況の点検・評価報告書についてご審議いただいたが、一部修正したも

のを配布させていただいた。福井市ＰＴＡ連合会の橋詰会長の知見の中で、一部

質問形で書かれていた箇所について、補足説明を追加したのでご確認いただきた

い。 

 

最後に事務局から次回の日程についてお願いする。 

 

次回の定例教育委員会について、１２月２５日（火）午後４時から、場所は福

井市役所８階第３委員会室にて開催するので、ご出席いただきたい。 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

 

 

 

平成３０年１２月２５日 

 

  署名委員  木村 敦子 

 

  署名委員  多田 和博 

      

                   会議録作成職員  吉田 浩一 


